
43.高島郡高島町鴨稲荷山古墳

現状実測調査報告

鴨稲荷山古績は、滋賀県高島郡潟島町に所不Eするtitr
方後円tJtである。この古漬の周辺は早〈から開銀され、

漸次その原形を失っていたが、明治35年に土採っ工事

が行なわれ、機穴式;fi~長とそこに内蔵された石絡が出

土した。その際、村民の手によリ石持・が開封され、多

くの遺物が検出され、問時に附圏各な石柁内遺物出土状

況@と石薬及び石棺の実iHlJ図が作成された。その後、

大正12~に浜田tI~作 ・ 機応〔米治の両氏をはじめとする

京都帝国大学考古学教室にょっ概査され、詳細な報告

と研究 ・考・祭が『近江国路島.lls水E色村め古境J (京都

帝国大学て文学部考古学研究綴告第八術、大正12年.以

下「京大報告J t略称する)として発表された。

これによれば、古墳からは、金鈎冠 ・沓 ・魚保 ・金

製耳飾 ・鋭 ・玉綴 ・環顕大刀 ・脆角裟大刀 ・刀子 ・欽

斧(以上総内)、馬具.・須恋;器(以上総外)など、盟

官でしかもきわめて優秀な刷葬品が出土し、朝鮮系文

化の影響が特に注目できるとされている.また、石棺

l:t顎IJt友式の家形右総で、.右材は問自主忠彦氏らの調査に

より rニ上Ula色凝灰岩」であワ鍛内より搬入された

二とが明らかにされている (r石村からみた織内と近

江の家形石棺」、 r倉敷考古館研究4J!報』第12号、昭

和51年)。当古漬の築造年代は 6世紀前裁に比定され、

後j切の代表的前方後同校tとして著名である。

ところが、近年道路盤側名手に伴い、!日地形の一部が

改変を受けるなどの事情が生じ、現g段階における唆畔

などを含めた詳細な地形を記録する必要が砲、織される

に亙ったのである。京大報告にも詳細な地形図がない

よともあって、とりあえず古境とその周辺の現状の築

制綱査を突秘した。今回の調査にあたっては、 t1ihb町
教管委員会の協力を得て、関西学院大学考古学研究会

が昭和53年11月におこなった.

きて憐稲荷山古tfU立、琵琶湖西岸における峻ーの平

野部商辺に存在する。この平野{ま安全川や平均川!などの

縫械イ乍用によ って形成されたもので、舌状に湖jに突き

出る。このため典型的な問状地位の平野となっておリ、

来流するいくつかの河川はいずれも天井111となるo d 

境はこのうちの駒川!の衛熔約 100m、線潟約92mの1也

鴫稲荷山吉積位置図

点に立地し、琵琶湖の水部との比高は 7mをiHIJる。周

辺の員s害事は北西から南東方向にわずかに傾斜し、その

傾きは1∞0分の 5ほどである.また、付近一僚は氷図

としでの土地利用が卓越しており、方向N-16'-Eの

条翠制J也翻も遺存する。

このような中にあって、省治のまわり は南北約32-

33m、東西約25mの範闘で、周辺の水図面より一段高

くなっている。その比iPiは西側で約60cm、東側と南側

で約40-5Ocmを測る.北側はほぼ同じ潟さで道路と接

続する。この12:;状の沿iまリ{立、平iliiにおいて、北東部

で孤状の輪郭をえがき、ほかは直線的な形状を呈する.

この高まりの中央やや北若手りに径12m、高さ 1.2-

1.3mの鰻頭形の内丘があり、その中央政ょに石総が

~かれている o ;0'柁・は身の大部分が土中に怨没し、そ

の局聞には石釜の石材かと思われる石列がわずかに露

出する。石キ官の長辺の方位，:tN -54'!-Wで、京大報告

の笑iftlJ図によれば、石棺は石室の中央主輔上に安哉さ

れている。現夜石棺に1;1:覆昼が般けられ、有給を{肘量

している。石絡を中心としたこの内丘，;):級丘の残存都

であると思われるが、大正11年に幾~1されたというこ

とであり、そのi務手を加え、繁形されたものと考えら

れる。.，レ

この円丘のほかの部分{立、'ほぽ平坦で与、北半部lま公

邸となリ、わずかに低い南主幹部は焔lに利用されている。

日誌まリの周閤l:t一聞の水却で、北ffllJは来闘にアスフ

アルトf虚偽が走り、来側の南北に走行する道路と交差
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第 2図鳴稲荷山古墳地形爽測図
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する。西側と南側jには水路がそれぞれ、南北・東西に

流れ、古墳はこの水路と道路によって大きく区碩容れ

た一辺約60-65mの方絡地割のなかにある。この方形

の区薗のなかに嵯僻で仕切られた小さな区画が存者Eす

るが、このうちで特に主主自されるのは、高まりの北西

部と南東部のものである。北西部では孤状を呈する高

まりの輪郭と 6-7mの附簡をおき平行した畦畔がみ

られ、南東部では東西方向の笹田宇が送平ずれている.

これらは粂皐制地割に沿っていると恵、われる先の大き

な区繭の方向とは明らかに異なっている。鴨川の流れ

から至近の距離にあり、ある程度河川の流路変動によ

る唆畔の乱れも考慮されるが、古績との関係をみると

き、任意というよりはむしろ一定の関迭のもとで考え

られよう。

以上が、現段階における古.tJtと周到のお必よその状

況である。これを京大報告の簡略な地形図(第3図)

と比較すると、島状の高まワの形状は、ほぽ一致する。

すなわち、大正12年梅原氏らが調査をした時点には、す

でに現悲の状況とほとんど変らない状態になっていた

のであり、墳丘の原形はほとんど消失していたのであ

る。ただ、両側!の狐状の輪郭が直線的になって、京大

報告のように明僚に狐を捕き、その南方においてはく

びれて、鰍を狭めたかたちと異なる点、北側を走る道

路が室長側紘慨されたことにより、北端膏~1J<若干旬j られ

ている点、周回の畦畔の区聞が細かい点、などが両者

の相違点として指摘できる。

ところで、京大報管は大帽に原形を失っている状況

にもかかわらず、右~を中心にして周鴎の水図面より

一段高くなる地形が前方後円形1ニ近いこと、さらには

北側近E告の敷段以前の地籍図にこの高まりをとリまく

区砲がまZめられる事笑から、当古墳はF街商する前方後

円境で、会長約25附 (45m)、後円部径約12間(約22

m)、後円部の街さ約14-15尺 (4.2-4.5m)、前方

都の術さ *~lO-12尺 (3 -3.6m)の規t裂を宥し、後阿

部に南東に関口した横穴式石室(長さは約 9m、申富1.9

m)を備え、周囲には周波が鴎縦していたと推定して

いる。地籍図にみられる区画1;1.、現者Eの畦畔にもある

程度反映されてお k この形状・規模はほぼ現状から

も首肯されるところであろう。いま現地形ょにこの規

模を想定すると、北端iま北側の道路をわずかに越え、

南鎗1;1:高まつの南約lO-12mに存在する東西の畦畔付

近にあたる.また西側は狐状部に平行する嵯畔、東側

I:t.i留まりの東織とそれに統〈南北の嵯崎:にほぼ重なる。

この範聞は周泌の端であり、般I王はおおむね高まりの

邸分である.しかし、このうち原形を残すのは北西部

の孤状部だけである。石室の奥鐙(石特西端より西方

約 1m)に後円昔日の中心を怒定し、半径11mの同をえ

がくと、il1状部に合致し、東側は円丘の絡にあたる。

このように、

損丘の規模も、

高まりがある

程度原形を筏

すものの、改

変を受けてい

る.岐丘、周

1皐については、

会〈発擁が行

なわれていな

いので、明確

な形状・規模

についてはな

お不明であ 1

今後の調査究

明をまたねば

ならない. 第 3図晩稲荷山古墳地形図

以上、今回 (r京大報告aによる)

の鯛1t所見を述べてきたが、その大略は京大の調査に

より確認されていたことである.前述したように、鴨

稿荷山古墳は、ヲ守れた副葬品をもっ 6世紀前識の後期

前方後悶績として、提起する問題はきわめて重大であ

ると考えられる。そうした窓味において、早くからこ

の古墳に注目し、限られた条件下で、大|塗 ・半島を含

めた広い地域の中で、あるいは幅広い古墳時代の脈絡

のなかで、あらゆる角度から検討を加え、当古墳の占

める位訟を正当に評価した浜国耕作氏と梅原末治氏の

業績は不動のものと奮わねばなるまい。戦後、急速に

進展した後期古fJtの研究と急相した側査資料を議機に

して、このよう，な賞:lf!な研究資料をいかに消化するか

が、今後のわれわれに与えられた諜緩であることを、

今回の測量調査を過して強〈総織させられた.

(関西学院大学考古学研究会 文資坂井秀弥)

44.近江神宮蔵重要文化財

白磁水j主の出土地について

近江事11'8所1畿の抵婆美術品に認定されていた白磁水

注が、このたびJs要文化財に指定された。この指定に

当り、たまたま滋賀県教育祭只会文化財保磁諜に行っ

た慾者を見て、宮本技師からその出土位訟ーについてと

かくの説があるがとの質問があった。即ちF滋賀県史以

鏑驚報告』第 2n1l'129ページの

この外拠地志問者には十鍛の寺院の!日地多しといって

居るが、 …・・そのおtを知ることは出来ないo f!l.し観

音盆~.u:の下に当る辺より先年発掘せる水瓶(図版努1

29)は今小学校に蔵して居・るが、紛ふかた(な脱か)

きj¥')j腺鶏にして精巧なるものである。
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近江衿富蔵白磁氷注

{図版第29

右に;二の

水t主の写

』証.がある.

また、間

腿総とき

れたこと

について

は今詠及

しないJ
を示されて、

ここにはこ

のように報

ぜられてい

るが、近年

!結滋貸出土

の鋭が多〈

みらttる。

いずれが正

しいのかと

のことであ司た.鋒者が・4まて故坂本#tHi衛門氏の生前

{ニ氏より聞いたところでも i鉱~.ffiの山手のガであヮた

ので、滋賀保史側関査報告第 2~O-の純を正しいとすべ

きであろう¥9'を返事しておいた.

ところが今回の指定に当って'iHIl告示においても出

土地が滋賀里町勧告学金付近とされている自である.二

れは明らかに矛盾のある池名で.動~'f.食Lt南滋賀の中

の一小字であリ(現筏の南ぶ~一丁目に含まれているJ

滋~!室町 i玄海滋賀町の.ttに統〈土地である.拠地宏、略

:志賀AEの現に

錦織郷内也.南北志賀あり.~ぷRを.íE光王子村新在

家 村といひ、北志賀を見世f~赤坂村といふ。

とある北志賀が滋賀翠町なのであるの主た最近入手し

たJk京国立1事物館紛の 'B*仙1.めrlJ凶胸骨h なる関

wニこの水注が収4泣きれているが、ニul..:lir大球市

市滋賀町学紛学会出土」なる必IlJ.lがき札ている. (単

色写具説明では「大津市南滋賀町出上」となっておワ、

本文b巻末の一覧表や目録も当然ながらi心織である.)

ょのような授の行なわれる係閃I孟、この水注のA要美

術slI，~ñ!の際の出土地が「大ilt市滋賀 'p町勧学金付近

出土」となっていることであるう.この際に既に前述

のM.さ矛Inを犯しているのである

もしこの水ttが南滋~の作!IJ学金から 111 七しているな

らば、 1結i捻~rì~寺がこの頃ニのような骨(1械の{憂ぬを持

ち仰るような寺であったよととなる 械かに l翁滋~出

土のlLの中には平安中l紛以後に属するものもある.し

かしその置は少な〈、この頃にはま与の絞快も小さくな

っていたのではないかとむ縫測される.さらにこの考

については淀釈寺云々の議諭らあった遺跡である.勿

Jaこの水注ー仰が鎗を左右するものとは宵わないが、

やはり出土地については正硲を期さなければならない

遺物でありぬ所であろう.

なお‘こil.に関i坐して r近江古災術大鋭』符古鰍の

大i位京E止の悶3止の中の間水注の説明についてー脅して

おきたい.liij説明によれば水注の出土地が次のように

なっている.

昭拘!の初め頃大i'l!aiJI-.に径近い大津市街滋賀町の通

称勧学;l(篠山)と呼iまれる畑地から発見さtl1.ょ.
ζの中で茶山と南滋賀の勧学金を同所のようにして

いるが、身寄山と勧学堂 lま.ijIJQ)場所である.羽~UI が出土

地付近であるよとは確かで、前述の依坂本氏の新しの

時にもこの名が出ていたように記憶している.ただし

この茶IlJが出土局地かどうかは磁イ震できない.このこ

とは何かの締りに古3自衛大観の鋭明された焼山若手樹氏

にも話していたと思っている。景山氏が1日米の&2.~資

料からE見学:aとされながら括弧して茶山を加えられた

のは多分このようむ獲胞からであったのではなかろう

か.この炎術史観ては最終段階で考古舗を加えること

となり、 S際名・もー古事司書加を求められているので、全然

武イ壬が無いとも占えないので特にー曾する次第である.

なお余泌であるが、近年制定された剥げj~JB~~示に|刻

しでもー召しておきたい.と言うのは、この勧学4設な

る/J4=11説了包のは:跡市滋賀町廃寺を含む-/J"1;である

が、勧~;滋の勧学なる名称が新住居得7J~に i!l!m され、

しかもこ.tlが勧学金とは関係のない県道よりJI(の地名

として勧学-Tg‘同二丁目なるものが定められたの

である d 従，て今後勧学なる地名については充分注意

されて、これまでに大河京に関迫して1Jr.々 出てきた勧

学2まの依慌を正しく理解されることを稀t'tf1したいので

ある.

(迫配)よ述の白磁水注出土地の絞りについては、 '当

事者でないm殺が~l) に憾iJIIJ を加えることは↑兆しむべ

きではあろうが、強いて考えれば次のような結集では

なかろうか.ζの水注の出土地はr滋賀県民:蹴倒悲報告』

第 2附によれば、上記の京日〈滋賀町竪の鋭ti':.t向上付近で

ある.ニれが司t咲美術品認定め際何らかの理由で鰻1f

盆が音のよ〈似た勧学金主誤られた.勧学;立lま大nt京

関係の鎗文で段々引用され有名なj也~である.そtl.に

対し観音~I;I. あ.まリ知られていない遺跡名でゐる.こ

れが滋賀1ft働争食付近となった耳輩出ではないだろうか.

とよろが勧学堂 li滋~I起ではな〈南滋賀である.そこ

で滋草花 II! flJJ~:憶の~mに気づいた人々が、滋~~fIlを生

かして納得f・吹を訂正すべきを、逆に勧学'訟を生かして

滋賀児を，Jj滋賀とした。こうして一般に白鑓水t主の出

土地方弓44i益~の勧学金 t なったのではなかるうか.

{湾問弘)

-4-


